
みんなが健康で明るい職場と家庭が願い 

加古郡播磨町街並み 

  

     兵庫県建築健康保険組合 

     ２０２４年９月１７日  № ２４８ 
 

 

 

 

 

 短時間労働者（パート・アルバイト）の加入が義務化されます 

  ～従業員数５１人以上の事業所を対象に令和６年１０月から～ 

 

 

令和６年４月１５日発行№243の掲示板にてお知らせしておりましたが、短時間労働者の加入対象事

業所が拡大され、従業員数が５１人以上の事業所を対象に１０月１日から施行となります。 

 

該当する事業所には届出などの取り扱いについて、当健康保険組合からあらためて文書をお送りしま

す。 

なお、日本年金機構から「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」（該当する可能性がある事業所

へのお知らせ）が届いた事業所は、従業員数５１人以上で短時間労働者として加入対象となる者がいる

か確認し、該当する場合は当健康保険組合に「特定適用事業所該当届」と「資格取得届」の提出をお願

いします。 

 

また、日本年金機構から「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が届いた事業所は、日本年金機構に

おいて１０月１日以降、特定適用事業所として取り扱われ、届出をしなくても「特定適用事業所該当通

知書」が送付されてきますので、当健康保険組合に「特定適用事業所該当届」に「特定適用事業所該当

通知書」のコピーを添えて提出してください。 

ただし、対象となる短時間労働者がいる場合は、上記とあわせて「資格取得届」の提出をお願いしま

す。 

 

 
 

広報誌「掲示板」は毎月発行しています。過去の記事はホームページの掲示板サイトをご覧ください。 

 

TEL   : 078-997-2311   FAX：078-997-2328 

E-Mail: hyougokenkentiku@mub.biglobe.ne.jp  

URL   : http://www.hyogo-kenchiku-kenpo.or.jp/ 

 



 



 



 



 



● 被扶養者認定状況の定期確認（検認）について 

 

  被扶養者認定状況の定期確認（検認）については、健康保険法施行規則第 50 条の規定により、平

成１６年度から毎年実施しているところです。令和６年度は、令和６年９月１７日に依頼文書等と「健

康保険被扶養者確認調書」を送付しますので、令和６年１０月１５日（火）までに提出いただくよう

お願いします。 

検認は、保険診療を適正に受けていただくための重要な事業であり、「健康保険被扶養者認定取扱

要領」（※1）により取り扱うこととしますので、事業主・被保険者・被扶養者の皆様のご理解とご協

力をお願いいたします。 

※1 （「健康保険被扶養者認定取扱要領」は、当組合ホームページの「届書・請求書のダウンロー

ド」コーナーまたはトップページのメニューバー「届書・請求書」から「適用関係⇒被扶養者

の増減⇒参照」に掲載しています。） 

  なお、海外に在住する被扶養者の認定については、当組合ホームページの「けんぽからのお知

らせ」令和３年９月１５日、「海外在住被扶養者の認定について」をご参照ください。 

 

  確認調書の提出についての留意事項は次のとおりです。 

  〇 マイナンバー制度による情報連携を活用し、被扶養者の方の令和５年中の収入額を健康保険組

合で確認します。 

    被扶養者の認定基準（収入）は 60 歳未満が年間 130 万円未満、60 歳以上が年間 180 万円未満

となっていますので、*対象となる収入範囲（下に記載の 1～10）と収入額を確認いただき、令

和５年中の収入額が認定基準（収入）を超えている場合は、被扶養者の不該当手続きをしてく

ださい。この場合の被扶養者不該当年月日は令和６年１月１日となります。 

     *対象となる収入範囲は、１給与、２自営業等、３不動産、４公的年金、５雇用保険給付金、

６健康保険給付金、７投資、８利子、９個人年金、１０養育費等その他の収入です。 

        なお、収入があり、認定基準の範囲内である方は、これまで通り収入額が確認できる書類を添

付してください。 

〇 学生証のコピーは、有効期限にご注意いただき、有効期限が裏面に記載されている場合は「表」

「裏」の両面をコピーしていただくようお願いします。 

〇 給与明細が紙で発行されず、メールやウェブで確認（通知）する場合が増えてきています。 

    印刷して添付いただく場合に氏名、支給月、総支給額が印刷されるよう注意してください。 

  〇 障害年金、遺族年金については非課税ですが、収入となりますので、老齢年金と同様に金額の

わかるもの（年金額改定通知書や年金支払通知書のコピー）を添付してください。 

  〇 年金生活者支援給付金を受けておられる場合は、他の年金と同様に金額のわかるものを添付し

てください。 

〇 パート・アルバイト等の収入がある方で、①勤め始めたばかりで給与支払いの実績が少ない方、

②給与支払明細が用意できない方は、勤務先の事業主様に「年間給与（支払い・見込み）証明

書」を作成いただき提出をお願いします。 

  〇 「健康保険被扶養者確認調書」に中学生以下の方は印字されておりません。また、被扶養者が

中学生以下の方のみの場合は「健康保険被扶養者確認調書」が作成されていませんのでご承知

おきください。 

〇 「年収の壁・支援強化パッケージにおける被扶養者認定」として、人手不足などにより一時的

に収入の変動があった場合に、特例措置として被扶養者として認定される取り扱いについては、

当健康保険組合のホームページの「けんぽからのお知らせ」をご確認ください。 

     事業主証明書様式：令和５年１１月２２日 

     当健康保険組合の取り扱い：令和５年１１月２２日、令和５年１２月１８日 

〇 「収入がない人の扶養理由申立書」「被扶養者現況届」「父母の収入状況確認申出書」「年間給

与（支払い・見込み）証明書」の用紙については、１部お送りしますが、不足分はコピーして

いただくか、当組合ホームページの「けんぽからのお知らせ」に掲示していますので、ダウン

ロードしてください。 

   「けんぽからのお知らせ」令和６年９月１７日をご確認ください。 



 

令和６年度「インフルエンザ予防接種補助」「新型コロナワクチン接種補助」について 

 

 

 標記のことについて、次のとおり実施しますので、被保険者及び被扶養者の皆様への周知について、

特段のご配意をいただきますよう、よろしくお願いします。  

 

１ 補助対象者  ⑴ 被保険者請求分 

            費用を負担した被保険者・被扶養者 

         ⑵ 事業主請求分 

            費用を負担した事業主（被保険者分・被扶養者分） 

 

２ 補助金  接種を受けた者１人につき 

          １回接種を受けた場合  2,000円以内の実費 

          ２回接種を受けた場合  4,000円以内の実費 

           令和６年度から補助額を 500円増額しました。 

 

３ 実施機関  事業主・被保険者・被扶養者が希望する医療機関 

 

４ 請求方法  事業主様を経由して、「インフルエンザ予防接種補助金請求書」「新型コロナワクチン

接種補助金請求書」に必要な書類を添付し、令和７年２月２８日（金）までに兵庫県

建築健康保険組合に提出してください。 

※ インフルエンザ予防接種補助金請求書は、当健康保険組合のホームページのトップページメニュ

ーバー「保健事業」からプルダウンで疾病予防を選択または、「届出・請求書のダウンロード」コ

ーナーの「保健事業」からダウンロードしてご使用願います。 

  新型コロナワクチン接種補助金請求書は「けんぽからのお知らせ」令和６年３月２６日に掲示し

ていますので、ダウンロードしてご使用願います。 

※ 必要な添付書類等については、請求書の「領収書必須５項目」を参照してください。なお、請求

書には、「（接種を受けた者が支払った場合）と（事業主が支払った場合）」の２種類がありますの

で、ご留意願います。 

 

５ 振込み  補助金は、事務費の軽減等を図るため、事業所の所定の口座に振込みをさせていただき

ますので、ご理解とご協力をお願いします。 

 

６ その他  令和６年度から新型コロナワクチン接種補助を行うこととなりました。 

       新型コロナワクチンの定期接種については、各市区町村が実施主体となりますが、任意

接種は医療機関に申し込みが必要です。 

        

 



 

第１３１回決算組合会の結果について（ご報告） 

 

１．令和５年度収入支出決算の概要 

  令和５年度の決算は令和４年度に続き、経常収支が黒字で決算を終えることができました。 

  決算後の残金は１１６，６５５千円（準備金からの繰入金８５，０００千円含む）、経常収支（国や健保

連からの補助金を除き保険料収入のみでの収支）では２，７１５千円の黒字となりました。 

  前年度との比較では、保険料収入は賞与の支給額が減少したこと、および被保険者数の減少により

0.77％、１７，２４５千円減となりました。 

  支出面では、高齢者医療制度への拠出金（前期納付金、後期支援金）が 8.66％、６７，６４９千円増で

大幅に増えた一方で、医療費支出（保険給付費）が 3.2％、４２，０８４千円減となりました。 

 

 



 

２．第１３１回組合会の議事について 

 

１ 日 時   令和６年７月２６日（金） 

 

２ 場 所   兵庫建設会館 ４階会員ホール 

 

  ３ 出席議員  １９名（議員定数２８名） 

 

  ４ 議 題   

   ⑴ 議案等について 

    ① 令和５度収入支出決算（案）について            （第１号議案） 

    ② 令和５年度事業報告（案）について             （第２号議案） 

    ③ 令和５年度収入支出決算残金処分（案）について       （第３号議案） 

④ 令和６年度保健事業の重要課題について           （第４号議案） 

    ⑤ 資格確認書管理規定の制定について             （第５号議案） 

⑥ 監査報告について                      (報告第１号） 

⑦ 理事長専決事項について                        （報告第２号） 

⑧ 保険証廃止に向けた取組予定について            （報告第３号） 

⑨ 財政対策委員会、健康管理事業推進委員会の開催結果について （報告第４号） 

⑩ 子ども・子育て支援金制度について             （報告第５号） 

                        

 ５ 結 果 

   ⑴ 議案はすべて承認されました。 

   ⑵ 谷理事長は開会にあたり次のとおり挨拶を述べられました。 

    オリンピックイヤーで皆さんの運動意欲や健康志向が高まることを期待しています。 

令和５年度の経常収支は２，７１５，０００円の黒字となり、皆様方からお預かりした保険料の範

囲内で、支出のすべてをまかなうことができています。わずかではありますが、令和４年度に続いて

黒字で決算を終えられ、安心した次第です。 

しかし、令和７年度には、団塊の世代全員が後期高齢者となり、高齢者医療制度への拠出金が大幅

に増加する見込みですから、しっかりとした財政基盤を確立することが重要であり、令和６年度は保

険料率の引き上げにご協力いただき、ご負担をお願いしているところです。 

財政の健全化に向けては、経費の節減はもちろんではありますが、大きな割合を占める医療費支出

の適正化が必要です。 

健康診断や人間ドック、医療機関での適切な受診など、病気の早期発見・早期治療や重症化防止の

ために、一人ひとりが自らの健康を守っていくという意識を持っていただくことが大切です。 

健康診断の結果を活かして、受診を促していくなど、企業としても従業員の健康を守っていく取り

組みが重要です。 

皆様方には、引き続き健康保険組合の健全な財政運営と事業推進に一層のご協力いただきますよう

お願いいたします。 

⑶ ④令和６年度保健事業の重要課題については、特定保健指導実施者の拡大に向けて事業主・事業所

の担当者と連携・協力して取り組みを進めていきます。 

  具体的には、集団での説明会や特定保健指導を希望する方の保健師との初回面談のセッティングを

行います。また、従来のメニューに加え、食事体験サービスやデジタルギフトのインセンティブを付

与するなど、ワンランク上の保健指導メニューを用意します。 

     ⑧保険証廃止に向けた取組予定については、被保険者・被扶養者の皆さまが保険証廃止後の受診に

困らないよう、皆さま自身に準備していただくために、分かりやすい資料を提供することとします。 

     ⑩子ども・子育て支援金制度については、令和８年度から支援金の徴収が始まり、令和１０年度に

は保険料率に換算して３‰を超え、平均で一人当たり年間１８，０００円程度の負担をお願いするこ

とになります。財政の健全化をはかることで保険料率の見直しを検討してまいります。 

以上 



● １０月１日からウォーキングイベントを開催します 

   ～ ９月中にエントリーをお願いします ～ 

   

健康を維持するために歩くことは効果的だといわれています。 

厳しい夏を過ぎ、少しずつ快適な気候になってきますので、日常生活での歩くことに少しプラスし

て、昼休みに職場の周りを歩いてみたり、朝や夕方にウォーキングをしてみませんか。 

イベントに参加し期間内に平均歩数 8,000歩以上を達成されたすべての方に 1,000円分のクオカー

ドを差し上げます。（チラシにある、抽選で当たる Amazonギフトカードとは別に、達成者全員に差し

上げます） 

参加方法はホームページの「けんぽからのお知らせ」に掲載していますので、ご確認ください。 



● ＯＴＣ医薬品の購入補助をおこないます 

 

  花粉症については年明け早々から対策を行われる方もおられ、多くの方がアレルギー症状にお困り

のことと思います。 

  重症化される方はアレルギー専門外来での受診をおすすめしますが、病院で抗アレルギー剤と目薬

の処方だけをもらっておられる方は、ＯＴＣ医薬品を試してみられてはいかがでしょうか。 

家庭常備薬秋季斡旋については、令和６年１０月にご案内する予定ですが、このたびの斡旋から花

粉症やアレルギー性鼻炎などの一部の医薬品について、健康保険組合が購入費用の内１，０００円を

補助することといたします。 

ＯＴＣ医薬品の使用を検討してみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己負担額   1,830～2,142円※１          565～2,075円※２ 

（14 日分） （14 日分） 

※１ 複数銘柄があるため最も薬価の安いものと最も高いものを記載 

※２ 購入先やメーカーの違いによって価格は異なるため、最安値からメーカー希望小売価格までの範囲を記載 

 （注）上記のアレグラ FX、アレルビが次回以降の斡旋品目に含まれるかどうかは未定です 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 日本脳炎とは？ 

日本脳炎とは、日本脳炎ウイルスに感染することで起こる中枢神経系疾患です。感

染しても多くの場合は無症状ですが（不顕性感染）、ごく少数の人はウイルスが脳に

侵入し、髄膜炎あるいは脳炎、脊髄炎を発病します。脳炎の発病率は、日本脳炎ウイ

ルスに感染した 100～1000 人に１人程度と考えられています。いったん脳炎症状を

起こすと、致死率は 20～40％前後と高く、回復しても半数程度の方は重度の後遺症

が残ります。 

日本では、ワクチン接種の推進、媒介蚊に刺される機会の減少、生活環境の変化等

により日本脳炎患者数は年間数名程度の発生にとどまっており、過去の感染症のイメージが強いかもし

れません。しかし日本脳炎は東南アジアなど 24 カ国で認められ、蔓延地域では毎年約 6 万 8 千人が

日本脳炎を発症しているとされています。  

 

◆ 病気の特徴 

脳炎を発症する場合、ウイルス感染後 6～16 日の潜伏期間を経て症状が現れます。主な初発症状は、

発熱、頭痛、嘔吐などです。その後、意識障害、光線過敏、けいれんなどの中枢神経障害が現れます。  

脳炎発症者の死亡率は 20～40％で、特に小児や高齢者では高くなっています。また、回復しても、

何らかの神経的後遺症が 45～70％に見られ、小児では特に重度の障害を残すことが多いと言われてい

ます。  

 

◆ 感染経路 

日本脳炎はコガタアカイエカという「蚊」によって媒介さ

れます。 

日本脳炎ウイルスは、動物（主にブタ）の体内で無症状の

まま増殖します。ウイルス感染した動物を吸血した蚊が、人

を刺すことによって感染します。ただし、人から人への感染

はありません。日本脳炎に感染した人を刺した蚊に刺されて

も、蚊を媒介して感染することはありません。  

まだ国内では、西日本を中心に日本脳炎ウイルスに感染しているブタが多数存在しています。ブタが

日本脳炎ウイルスの感染を受け始める時期は、6～7 月頃に、九州・中国・四国地方から始まり、8～9 月

にかけてその地域が北へと広がっていきます。農村地帯の夏に生じやすい傾向があり、日本における発

症例はブタを家畜として飼育することの多い西日本に多く認められます。  

 

◆ 予防方法 

現在日本脳炎ウイルスに対する治療薬はないため、ワクチンが最も有効な予防策です。日本では日本

脳炎の定期接種が３歳以降に設定されており、重篤な合併症を予防することが期待

できます。ブタの日本脳炎の保有率の高い地域では生後６か月からのワクチン接種

が推奨されています。日本脳炎は決して他人事と考えるのではなく、身近な病気と

して捉えワクチン接種を行うことが大切です。さらに、東南アジアなどへの旅行な

どへ行く際は、虫除けスプレーの使用や、皮膚の露出を抑えるなどの予防策を講じ

ることも重要です。  

    第１３４回 （2024 年 9 月 17日） 

 

 身近な動物由来感染症 

  ～ 日本脳炎 ～ 
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出典：メスプ細胞検査研究所 HP「メスプニュース」から許可を得て編集して作成しています。 


